農用地区域除外申出に係る書類及び注意事項
	確認
	必要書類　※下記以外にも必要に応じ書類提出を求める場合があります。
	部数
	備考

	□
	農用地区域除外申出書
	1部
	※１参照

	□
	農振除外後の転用に関する確約書（別紙１）
	1部
	

	□
	申出理由書（別紙２）
	1部
	※２参照

	□
	土地選定理由書（別紙３）
	1部
	※３参照

	□
	事業計画書（別紙４）
	1部
	※４参照

	□
	所有地一覧表（申出者・転用事業予定者別）（別紙５）
	各1部
	※５参照

	□
	資材置場・駐車場等の状況報告書（別紙６）
	1部
	※６参照

	□
	申出地の登記簿謄本（登記事項証明書）※全部事項証明（法務局）
	1部
	※７参照

	□
	公図の写し（法務局）
	1部
	※８参照

	□
	申出地の位置図
	1部
	※９参照

	□
	土地利用計画図（配置図）、平面図、立面図等
	1部
	※10参照

	□
	畑かん施設有無確認書に対する回答（土地改良区）
	1部
	※11参照

	□
	委任状
	1部
	※12参照


【備考】

	※１
	申出者及び転用事業予定者本人による署名捺印をお願いします。

	※２
	申出理由を転用事業予定者が記入してください。

	※３
	申出地を選んだ理由を転用事業予定者が記入してください。

	※４
	個人住宅の場合は添付不要です。
記入内容が別紙４と同じ内容であれば任意の書式でも可。

	※５
	申出者（土地所有者）及び転用事業予定者の所有地のうち甲州市、笛吹市、山梨市に所在する全ての土地について、今回の事業に使用できない理由を記入してください。
笛吹市・山梨市に土地をお持ちの方は、土地名寄せ台帳を各市役所で取得し、添付してください。（その他の市町村の土地については記入の必要はありません）

	※６
	転用理由が駐車場、資材置場の場合には添付してください。

	※７
	全部事項証明書、原本添付、発行から3ヶ月以内のもの。（登記情報不可）
登記簿謄本の権利者の住所等が違う場合は、変更した経過が確認できる書類（住民票等）を添付してください。

	※８
	原本添付、発行から3ヶ月以内のもの。
分筆する場合は、分筆予定線を朱書きで記入してください。

	※９
	住宅地図の写し等に申出地の場所を朱書きで囲んでください。

	※10
	縮尺は1/100、1/300、1/500等図面を測れる単位としてください。
建築事業の場合は、利用計画図の他に平面図、立面図を添付し、建物の種類、構造、給排水、面積等を示してください。
個人住宅の場合は、住居、駐車スペース、倉庫、入口等敷地内の配置を示してください。
駐車場の場合は、駐車区画（駐車台数）を示してください。
資材置場の場合は、利用計画図の他に資材の詳細がわかる資料（カタログ等）を添付してください。
太陽光発電システム設置の場合は、利用計画図の他にパネルの寸法、設置面積、設置枚数、出力量、認定状況を確認できる資料を添付してください。
敷地拡張の場合は、既存敷地の状況がわかる配置図を添付してください。

	※11
	申出地が畑かん加入地の場合には添付してください。

	※12
	手続きを委任している場合には添付してください。


別紙記入例も確認した後、書類を作成してください。
下記について申出書提出前に必ず確認を行ってください。
	確認
	項目
	内容

	□
	建築確認について
	申出地に建築物等を建築する場合には、建築することが建築基準法上可能か事前に峡東建設事務所等に確認をお願いします。（接道等の状況で建築できない土地もあります）
　　峡東建設事務所
　　住所　甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎2階
　　電話　0553-20-2718


	□
	畑かんの加入
確認について
	申出地が畑かんの加入地になっているか事前に笛吹川沿岸土地改良区に確認をお願いします。（現況に立ち上がりが無くても加入地の場合もあります）
加入地の場合には土地改良区と協議等が必要となりますので、「農用地区域除外申出に伴う畑かん施設有無確認書に対する回答」を添付してください。
　　笛吹川沿岸土地改良区
　　住所　山梨市小原西993番地（旧山梨市役所跡地西側）
　　電話　0553-22-2469


	□
	土地改良事業等の
実施状況について
	申出地が土地改良・基盤整備事業等の施行に係る受益地となっている場合は、事業完了年度の翌年から起算して8年間は除外できません。申出地の地域で土地改良事業等が実施されている場合には、建設課道路整備担当で事業受益地に該当しているか確認をお願いします。
申出受理後に該当していることが判明した場合は、不許可となりますのでご承知おきください。


	□
	各種補助事業に
ついて
	中山間地域直接支払制度、被災農業者向け経営体育成支援事業（雪害、台風）等の交付金や補助金の対象地は農振除外することができません。土地所有者の方に事前にご確認をお願いします。
申出受理後に該当していることが判明した場合は、不許可となりますのでご承知おきください。



農用地区域からの除外手続について
農用地区域の除外申出については、農業の総合的・継続的な振興を図る土地から除外する手続きであることから、
① 目  的（どのように利用するか）
② 必要性（計画する事業を行わなければならない理由、なぜ申出の規模が必要なのか）
③ 緊急性（今申請しなければならない理由、将来的な計画や単なる除外地確保のため
は不可）
④ 代替性（その土地でなければならない理由、他に目的に合う宅地・雑種地・除外され
た農地がないか、ある場合はその土地を利用できない理由）
⑤ 実現性（除外した場合に確実に計画を実行するか、各種法令に適合しているか）
等を書類で証明していただく必要があります。
　提出いただいた書類の審査や現地確認を実施し、県との協議を行った上で、農振法第11条の規定に基づく公告縦覧及び異議申出の手続きを行い、同法第12条の変更公告を行う必要があり、複数の手続きを経て本市の農業振興地域整備計画の農用地利用計画を変更するものであるため、相当の期間を要しますので、あらかじめご承知おきください。
　具体的な計画（住宅建築等）があり、除外後１年以内に転用申請するものについて、他に代替する土地がなく、集団的農用地や農業振興計画への支障が無い必要最小限の農地で概ね10,000㎡未満の申出を対象とします。
　除外は必要最小限ですので、計画に必要な面積を算出してください。
　農用地区域除外申出を行った土地が必ず除外されるわけではありません。
※申出書受理後に現地確認のため、市や県の担当職員が申出地に立ち入り写真撮影等を行いますので予めご了承ください。
■申出書受付期間（期間外の受付は行いません）
　令和８年６月１５日（月）～令和８年６月３０日（火）
　午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日・祝祭日を除く）
お問合せ　甲州市役所　農林振興課農地担当
山梨県甲州市塩山上於曽1085-1
電話　0553-32-5092
農業振興地域整備計画の概要
１　農業振興地域整備計画書（農振法第１条・第８条）
　　農業振興地域整備計画は、本市における農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、土地資源の合理的な利用の見地から農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件を備えた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを目的として、本市が策定、管理している計画です。
２　農用地利用計画（農振法第８条・第１０条）
　　農業振興地域整備計画の農用地利用計画は、農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農用地として利用すべき土地の区域（農用地区域という）及びその土地の農業上の用途区分を明らかにするものです。
３　農用地区域の設定要件（農振法第１０条第３項）
　　農用地利用計画において、農用地区域として定める土地の要件は次のとおりです。
（1） 集団的に存在する農用地の規模が１０ヘクタール以上の農用地
（2） 土地改良事業の受益地、実施中の農地、計画地
（3） 集団的に存在する農用地や土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地の保全又は利用上必要な施設の用に供されてきた土地
（4） 農業用施設用地であって、団地規模が２ヘクタール以上の集団的に存在しているものや、集団的に存在する農用地や農業用用排水施設の新設又は変更、農地の区画整理、農用地造成等の土地基盤整備事業施行地に新設するもの
（5） 地域の特性に即した農業の振興を図るために必要な土地
４　農用地区域からの除外要件（農振法第１３条第２項）
　　農業地区域からの除外する場合は、次の要件を全て満たさなければなりません。
（1） 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
（2） 当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六十五号）第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
（3） 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
（4） 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
（5） 当該変更により、農用地区域内の「農用地等の保全又は利用上必要な施設」の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
（6） 当該変更に係る土地が、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地造成、埋立又は干拓、客土・暗きょ排水その他農用地等の改良又は保全に必要な事業の対象の土地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる公用の確保を図る観点から、工事完了の公告があった日（その公告において工事完了の日が示された時はその示された日）の属する年度の翌年度から起算して８年を経過した土地であること。
第６号様式
令和　　　年　　　月　　　日
　　（あて先）
甲　州　市　長　　様
申出者（土地所有者）
〒　　　－　　　　　　　　　　　　
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　㊞　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　
携帯電話　　　　　　　　　　　　　　　　
農　用　地　区　域　除　外　申　出　書
　甲州農業振興地域整備計画で設定された農用地区域内の土地について、次のとおり農地転用を行いたいので、農用地区域からの除外を申し出ます。
１　除外を希望する土地

	№
	土地の所在
	地番
	地目
	面積
	除外予定面積

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	計
	　　　　　筆
	
	
	㎡
	㎡


２　除外の目的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
３　除外の必要性・緊急性
　　※別紙２に記載のこと
４　農地転用事業の概要
（１）転用事業予定者
	住　　　　所
	〒　　　－


	氏　　　　名
	

	電話番号
	

	携帯電話
	

	土地所有者との関係
	本人・親子・親族（　　　　　）・その他（　　　　　）

	個人住宅の場合の
同居家族の人数
	　　　　　　　　人


（２）転用事業の予定実施時期　令和　　　年　　　月
５　所有地面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：㎡
	
	農地
	宅地
	雑種地
	山林
	原野
	その他
	計

	
	農振農地
	除外済農地
	
	
	
	
	
	

	申出者
	
	
	
	
	
	
	
	

	転用事業者
	
	
	
	
	
	
	
	


６　畑かん等土地基盤整備事業の実施状況の有無（有の場合、具体的な事業名等記載）
	有・無
	


７　隣接農地耕作者の同意
	隣接地番
	隣接所有者（耕作者）氏名
	同意印

	
	
	 eq \o\ac(○,印)

	
	
	 eq \o\ac(○,印)

	
	
	 eq \o\ac(○,印)

	
	
	 eq \o\ac(○,印)

	
	
	 eq \o\ac(○,印)


８　地区を担当する農業委員又は推進委員の署名
　　地区担当委員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　　
【別紙１】
農振除外後の転用に関する確約書
　令和　　年　　月　　日付で提出した下記農用地等の農用地区域除外申出について、除外された場合には、下記利用目的のとおりに遅滞なく農地転用許可申請を行うことを確約いたします。
　なお、農振除外後１年以内に、正当な理由なく前記転用許可申請を行わない場合には、職権により農振農用地区域への編入手続をされても差し支えありません。
１　土地の所在地
	№
	土地の所在
	地番
	地目
	面積
	除外予定面積

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	
	
	
	
	㎡
	㎡

	計
	　　　　　筆
	
	
	㎡
	㎡


２　利用目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（あて先）
甲　州　市　長　様
令和　　　年　　　月　　　日
転用事業予定者
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
土地所有者
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
【別紙２】
申　出　理　由　書
	必要性・緊急性　（転用事業予定者の理由・経緯）
どうしてこの事業がこの場所で今必要なのかをできる限り詳しく記入してください。

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


※　転用事業予定者が現在の状況・必要な理由・緊急の理由等を詳細に説明してください。
【別紙３】
土地選定理由書
転用事業予定者　　　　　　　　　　　　　　　
１　当該事業に係る候補地エリアの選定、必要な土地の条件等
　　　　　　　　　　事業を行うため、その目的から甲州市　　　　　　　地区を候補地
　　エリアとして選定した。
　　当事業を行うためには約　　　　　　　㎡の土地が必要である。
　　また、下記の条件も必要である。
1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　上記条件を満たす他の土地との比較
　　候補地１　甲州市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　候補地２　甲州市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　候補地３　甲州市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　当該申出地の状況　甲州市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【別紙４】
事　業　計　画　書
転用事業予定者　　　　　　　　　　　　　　　　
1 　除外の目的　　工場・資材置き場・駐車場・店舗・作業場・倉庫・事務所・建売住宅
　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）※該当するものを○で囲む
2 　営業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3 　会社概要　　　資本金　　　　　　　年間売上高　　　　　　　従業員数　　　　
4 　既存敷地　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　
5 　除外面積の妥当性（申出面積を算出した根拠）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6 　申出地の選定理由（別紙２のエリアを選定した理由）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7 　資金計画
	必要経費
	土地取得費
	造成工事費
	建築工事費
	その他経費
	計

	
	
	
	
	
	


	資金内容
	自己資金
	借入金
	計

	
	
	
	


【別紙５】
申出者（土地所有者）の所有地一覧表（ 氏名　　　　　　　　　　）
	№
	所在
	地番
	地目
	面積（㎡）
	理由

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	


※申出者（土地所有者）と転用事業予定者が同一の場合は、転用事業予定者の所有地一覧表の様式を使用してください。

※所有する全ての土地（農地・宅地・雑種地・原野・山林等）について記入してください。
※所有地が多く書ききれない場合は、コピーして分けて記入してください。
【別紙５】
転用事業予定者の所有地一覧表（ 氏名　　　　　　　　　　　）
	№
	所在
	地番
	地目
	面積（㎡）
	理由

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	


※申出者（土地所有者）と転用事業予定者が同一の場合は、転用事業予定者の所有地一覧表の様式を使用してください。
※所有の土地がない場合は、提出は不要です。
※所有する全ての土地（農地・宅地・雑種地・原野・山林等）について記入してください。
※所有地が多く書ききれない場合は、コピーして分けて記入してください。
【別紙６】
資材置場・駐車場等への転用に係る状況報告書
（除外目的が資材置場・駐車場の場合に提出）
転用事業予定者　住所

　　　　氏名
　１　資材置場・駐車場等の必要性

２　必要となる資材等の名称・量、車両・重機等の名称・台数

	名　　　　称
	量・台数
	必要転用(計画)面積(㎡)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


３　既存の資材置場・駐車場の状況
	所在地
	面積(㎡)
	所有形態
	利用状況
	名称・量・台数

	
	
	自・借
	
	

	
	
	自・借
	
	

	
	
	自・借
	
	

	
	
	自・借
	
	


※　１の必要性については、具体的な事業内容を明記してください。

３の利用状況については、２と同様、名称・量・台数等を記入してください。
委　　任　　状
　　　　　　　　　　　　　　〒
代　　理　　人　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（委任を受ける者）
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　
　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　携帯電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　除外申出者（土地所有者）との関係：
　家族（　　　　　）・転用事業者・その他（　　　　　　）
　私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。
　・農用地区域からの除外申出に関する権限
　　令和　　　年　　　月　　　日
申　　出　　者　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（土地所有者）
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　
　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注意：代理人及び申出者の氏名は本人による署名・捺印をお願いします。
　　　申出内容等についての問い合わせは代理人に連絡いたしますが、除外された旨の通知等送付書類は申出者の住所にお送りさせていただきます。
